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2. 本渡道路(仮称)における配慮の方向性 
2.1 対象地域の道路網 
 現状の課題を考慮すると、本渡道路(仮称)は以下に配慮して計画する必要があります。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-2.1 対象地域の道路網 

 
 
 
 
 
 

 
2.2 本渡道路(仮称)の計画区間 
 本渡道路(仮称)は、多くの交通課題が残る天草瀬戸大橋の前後区間の課題解決に必要な区

間で、周辺の地形等を考慮して、「天草市（旧本渡市）」を起点とし、「天草市志柿」を終点

とする約 4km の区間としています。 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-2.2 本渡道路(仮称)の計画区間 

 

本渡道路(仮称)区間
(L=約 4km) 

至 牛深方面 

○本渡市街地への円滑なアクセスの確保 

○下島・上島の各方面へのアクセスの確保 

至 苓北町方面 

至 栖本方面

起点:天草市(旧本渡市) 終点:天草市志柿 

本渡道路(仮称)区間(L=約 4km) 
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2.3 施設・環境に対する配慮の方向性 
 地域内には、教育施設や公共施設、寺社、墓地、文化財などがあり、その他、県指定の天然記念物の「兜梅」など貴重な植物等も確認されています。また本渡港付近の海域には「レッドデータ

ブックくまもと 2009」等にも指定されている希少な海生生物も生息しています。 

 
【配慮の方向性】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 

                     図-2.3 施設・環境に対する主な配慮対象 

史跡・文化財、神社、寺、墓

地等 

・史跡・文化財、神社、寺、

墓地等に配慮する。 

生活環境 

・病院、学校、本渡港等、公

共施設に配慮する。 

・住宅地・集落等の住環境へ

の影響に配慮する。 

自然環境 

・貴重種生息地域に影響が無

いよう配慮する。 

・本渡干潟海生生物生息環境

に配慮する。 

・山間部の構造物等は、でき

るかぎり地すべり地帯を

避けるよう配慮する。 
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2.4 将来構想に対する配慮の方向性 
 本渡港周辺には臨海型業務ゾーン(紫色)が広がり、工業・流通業務地ともなっています。また、天草市役所周辺には、商業・業務ゾーン(桃色)、住宅市街地ゾーン(黄色)や専用系住宅地(黄色)

も広がっています。市街地部周辺には農業・緑地保存ゾーン(緑色)が広がり、各地にレクリェーション施設(公園)が点在しています。 

 
 
【配慮の方向性】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       図-2.4 都市計画区域マスタープランにおける将来構想

地域構造・土地利用等 

・天草の都市機能が集中す

る本渡中心市街地、及び

周辺地域へのアクセス

性に配慮する。 

・本渡市街地専用系住宅地

への影響に配慮する。 

・その他、将来の市街地像

や土地利用構想との整

合性に配慮する。 

都　市　拠　点

レクリェーション拠点

都　 市　 軸

都市計画道路等

都市計画地域

商業・業務ゾーン

臨海型業務ゾーン

住宅市街地ゾーン

農業・緑地保全ゾーン

緑　 の 　軸

中心的な商業・業務地

幹線道路沿道型の
商業・業務地

工業・流通業務地

幹線道路沿道の住宅地

その他都市計画道路沿道等
の住宅地

専用系住宅地

国　　　　　道

県　　　　　道

主 要 地 方 道

現
況

道

路

将

来

市

街

地

像

土

地

利

用

構

想

【凡 例】
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2.5 地域特性・社会的視点における配慮の方向性 
 

表-2.1 地域特性・社会的視点における配慮の方向性 

項目 配慮項目 配慮の方向性 

史跡・文化財、神社、寺、墓地等 ・史跡・文化財、神社、寺、墓地等に配慮する。 

生活環境 

・病院、学校、本渡港等、公共施設に配慮する。 

・住宅地・集落等の住環境への影響に配慮する。 

自然環境 

・貴重種生息地域に影響が無いよう配慮する。 

・本渡干潟海生生物生息環境に配慮する。 

・山間部の構造物等は、できるかぎり地すべり地帯を避けるよう配慮する。 

地域特性 

地域構造・土地利用等 

・天草の都市機能が集中する本渡中心市街地、及び周辺地域へのアクセス性に配慮する。 

・本渡市街地専用系住宅地への影響に配慮する。 

・その他、将来の市街地像や土地利用構想との整合性に配慮する。 

早期整備・供用 ・投資効果を高めるために渋滞が発生している天草瀬戸大橋区間の早期供用を勘案する。 

事業の効率性 ・事業の費用便益比(B/C) ※が1.0を上回る計画とする。 社会的視点 

（事業性） 

事業費の低減 ・限られた財源を有効に活用するため、事業費や維持管理費の低減を図る計画とする。 

※ 費用便益比(B/C)：費用便益比(B/C)とは、事業の効果を金銭に置き換えて、その妥当性を評価するための指標です。 

          道路整備による効果についての費用便益比(B/C)は、次のように表されます。 

        道路を使う人が受ける便益【B】 (走行時間短縮便益＋走行経費減少便益＋交通事故減少便益) 

       整備にかかった費用【C】（事業費＋維持管理費） 
費用便益比(B/C)＝ 
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3. 本渡道路(仮称) の候補ルート帯の設定方針 
本渡道路(仮称)の候補ルート帯は、Ｐ４の「熊本天草幹線道路（本渡道路(仮称)）に求められる機能」と、Ｐ８の「地域特性・社会的視点における配慮の方向性」から求めた以下の 7 つの方針

に基づき設定します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-3.1 本渡道路(仮称) の候補ルート帯の設定方針

地域特性

生活環境（病院、学校等）への影響に配慮

自然環境（貴重種生息地域、本渡干潟海生生物等）への影響に配慮

史跡・文化財、神社、寺、墓地等に配慮

地域構造・土地利用への影響に配慮

事業費の低減

早期整備・供用

事業の効率性

本渡道路(仮称) の候補ルート帯の設定方針

走行速度が速い(時間短縮できる)道路

観光・交流範囲が広がる道路

定時性の高い道路

渋滞しない道路網

緊急時における信頼性の高い道路交通特性

地域特性

まちづくりの支援 (天草市・苓北町の将来像)

安全・安心の確保：心豊かに暮らせる市民都
市づくり支援／安心して住めるれいほく

熊本県「90分構想」の実現：広域交通拠点、第
三次救急医療施設等へのアクセス向上

熊本県の南西端に位置：本渡市街地から
県庁所在地までの所要時間が約2時間

産業：温暖な気候を生かした農業や、豊か
な水産資源を生かした漁業を主として発展

伸び悩む観光：自然景観、キリシタンの歴
史などの観光資源が十分活かせていない

朝夕通勤時間帯に交通渋滞が発生

上島・下島間の連結は天草瀬戸大橋のみ

人口減少と高齢化の進展
広域連携・観光交流ネットワークの構築：九
州西岸地域の交流拠点都市づくり支援／ふ
るさとと呼べるれいほく

人流と物流の広域化・効率化：未来を拓く産
業都市づくり支援／いきいきと暮らせるれい
ほく

交通問題の解消

緊急時における信頼性の確保

交通渋滞の解消

天草地域の地域・交通特性 天草地域における交通の課題

社会的視点
(事業性)

配慮の
方向性

本渡道路(仮称)に求められる機能

交通は道路が主体
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4. 本渡道路(仮称)の計画条件 
(1) 道路の分類 
 
 
 本渡道路(仮称)は、熊本天草幹線道路の一部として位置付けられており、熊本天草幹線道路は、

「地域高規格道路」として整備されています。 

 また、「本渡道路(仮称)に求められる機能」を考慮すると、本渡道路(仮称)は、自動車の通行

機能を重視した質の高い道路としての整備が望まれます。 

そこで、本渡道路(仮称)は、「地域高規格道路」として整備します。 
 
 
(2) 設計速度 
 

 

 地域高規格道路は、60～80km／h のサービス速度を提供できる道路として整備されています。 

 
 
(3) 車線数（横断面構成） 

 

 

 
 
(4) 道路構造タイプ 

 

 

地域高規格道路には、自動車専用道路と、平面及び立体交差が混在する 2 つのタイプがありま

す。本渡道路(仮称)は、松島有明道路区間と同じタイプの自動車専用道路とします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【参 考】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真-4.1 松島有明道路の幅員構成（現状） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-4.1 松島有明道路の幅員構成例 
 

 

本渡道路(仮称)は、設計速度 V=60～80km/h とします 

車線数は、将来交通量に基づき設定します 

本渡道路(仮称)は、自動車専用道路で整備します 

以上の理由により、本渡道路(仮称)区間は、 

「地域高規格道路、設計速度 V=60～80 ㎞／h、自動車専用道路」で整備します 

本渡道路(仮称)は、地域高規格道路として整備します 


